
（平成２２年８月２５日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 5 件

厚生年金関係 5 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 12 件

国民年金関係 4 件

厚生年金関係 8 件

年金記録確認秋田地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



                      

  

秋田厚生年金 事案 824 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間②及び③に係る脱退手当金を受給していないものと

認められることから、当該申立期間に係る脱退手当金の支給の記録を訂正

することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和 19 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間  ： ① 昭和 34 年 11 月ごろから 36 年８月ごろまで 

② 昭和 41 年 10 月１日から 42 年３月１日まで 

③ 昭和 42 年３月６日から 45 年 12 月 31 日まで 

    私は、Ａ社に昭和 34 年 11 月ごろから 36 年８月ごろまで勤務した。

同僚に厚生年金保険の加入記録があるので、私も加入していたはずで

ある。 

    また、昭和 41 年 10 月１日から 42 年２月 28 日までＢ社に勤務し、42

年３月６日から 45 年 12 月 30 日までＣ事業所Ｄ営業所に勤務したが、

どちらも脱退手当金が支給されたことになっている。脱退手当金を受

給した記憶は無い。 

    これらの期間について調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間②及び③について、その最終に勤務したＣ事業所Ｄ営業所に

係る健康保険厚生年金保険被保険者原票に記載されている女性のうち、

申立人が同事業所において被保険者資格を喪失した日（昭和 45 年 12 月

31 日）の前後２年以内に被保険者資格を喪失した 34 人の脱退手当金の

支給記録を確認したところ、11 人に脱退手当金の支給記録が確認でき、

そのうち 10 人は資格喪失日から６か月以内に脱退手当金が支給されて

いるが、このうち聴取できた４人のうち３人は自分で請求手続をしたと

していることから、事業主が申立人の委任を受けて代理請求したとは考

え難い。 

    また、脱退手当金を支給する場合、本来、過去のすべての厚生年金保



                      

  

険被保険者期間をその計算の基礎とするものであるが、申立期間②より

前のＥ株式会社における被保険者期間についてはその計算の基礎とされ

ておらず、未請求となっており、脱退手当金請求時に同事業所における

被保険者期間について本人が請求を失念するとは考え難い。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、

申立期間②及び③に係る脱退手当金を受給したとは認められない。 

２ 一方、申立期間①については、当時の同僚やＡ社での勤務状況等に関

する申立人の記憶が具体的であること、同事業所に係る健康保険厚生年

金保険被保険者名簿（以下「被保険者名簿」という。）から、申立人が

記憶している複数の同僚に係る厚生年金保険の記録が確認できること、

及び申立人の弟の証言から、申立人は、当該期間において同事業所に勤

務していたことが推認できる。 

しかしながら、申立人が自身とほぼ同時期からＡ社に勤務していたと

記憶する同僚二人も、同事業所に係る被保険者名簿に厚生年金保険の記

録は無いことが確認できる。 

また、Ａ社に係る被保険者名簿によると、申立期間①における厚生年

金保険被保険者数の推移について、昭和 34 年 11 月から 36 年２月まで

は 30 人前後、36 年３月から同年８月までは 15 人前後となっているこ

とが確認できるところ、当時の従業員数について、申立人は 50 人ぐら

いだったと述べ、60 人から 70 人ぐらいだったと証言する同僚もいるこ

とから、当時、同事業所では、従業員全員を厚生年金保険に加入させる

取扱いをしていなかったことがうかがえる。 

さらに、申立人は、「Ａ社で受け取った厚生年金保険被保険者証を次

に勤めたＥ株式会社に提出した。」と述べているが、厚生年金保険被保

険者記号番号払出簿によると、Ｅ株式会社に係る厚生年金保険記号番号

は、同社に入社した後の昭和 36 年 10 月 28 日に払い出されたことが確

認できる。 

加えて、Ａ社に係る被保険者名簿を確認したが、申立人の氏名は無く、

健康保険番号に欠番も無い。 

このほか、申立期間①について、厚生年金保険料が給与から控除され

ていたことを確認できる給与明細書等の資料は無く、控除されていたこ

とをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間①に係る厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

 



                      

  

秋田厚生年金 事案 825 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認められ

ることから、申立期間に係る脱退手当金の支給の記録を訂正することが必

要である。 

   

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和３年生 

住    所 ：   

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 18 年５月１日から 20 年９月１日まで 

ねんきん特別便で、私が株式会社Ａに勤務した昭和 18 年５月１日か

ら 20 年９月１日までの厚生年金保険加入期間が判明したが、21 年３月

18 日に脱退手当金が支給されているとのことだった。 

脱退手当金を受給した記憶は無いので、当該期間を厚生年金保険被保

険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

株式会社Ａに係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、申立人

の前後 380 人の男性のうち、申立人の厚生年金保険の被保険者資格喪失日

の前後２年以内に資格喪失し、脱退手当金の受給資格がある 127 人の記録

を調査したところ、脱退手当金の支給記録が確認できる者は 18 人と少な

いことから、同社において、事業主による代理請求が行われていたとは考

え難い。 

また、上記の脱退手当金の支給記録が確認できる 18 人について、支給

日の記録をみると、昭和 21 年３月 18 日（申立人の支給日も同日）に支給

されている者が 10 人いるが、資格喪失日は、20 年９月１日から同年 10 月

21 日までと区々となっており、これらの者の支給日が一致していることは

不自然である。 

さらに、上記の昭和 21 年３月 18 日に脱退手当金が支給された記録とな

っている 18 人のうち連絡先が判明した一人は、「脱退手当金が支給され

た記録となっているが、脱退手当金は受給していない。」と証言している。 



                      

  

加えて、厚生年金保険被保険者記号番号払出簿、健康保険厚生年金保険

被保険者名簿及び厚生年金保険被保険者台帳に記載された申立人の生年月

日は、誤って記載されたままとなっているところ、申立人が自ら脱退手当

金の請求を行ったにもかかわらず、生年月日が訂正されていないことは不

自然である。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給したとは認められない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      

  

秋田厚生年金 事案 831 

 

第１ 委員会の結論 

事業主は、申立人がＡ株式会社Ｂ事業所において昭和 20 年９月 17 日に

厚生年金保険の被保険者資格を取得し、22 年５月 20 日に同資格を喪失し

た旨の届出を社会保険事務所（当時）に対し行ったことが認められること

から、申立人に係る被保険者資格の取得日及び喪失日に係る記録を訂正す

ることが必要である。 

なお、当該期間の標準報酬月額については、60 円とすることが妥当で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和５年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 20 年 12 月１日から 22 年５月 20 日まで 

私は、昭和 19 年４月にＡ株式会社Ｃ事業所に採用され、間もなく、

同社Ｂ事業所に異動となり、継続して勤務していたのに、申立期間の

厚生年金保険の加入記録が無いことに納得できないので、調査してほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ株式会社Ｂ事業所における複数の同僚の証言から、申立人は、申立期

間において同社Ｂ事業所に勤務していたことが推認できる。 

また、Ａ株式会社Ｂ事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿に

おいて、申立人と同姓同名で、かつ、同一生年月日の基礎年金番号に未統

合の被保険者記録（資格取得日が昭和 20 年９月 17 日、資格喪失日が 22

年５月 20 日）が確認できる。 

さらに、上記の未統合記録に付番された厚生年金保険記号番号は、オン

ライン記録により確認できる申立人のＡ株式会社Ｂ事業所における、申立

期間より前の被保険者期間に係る厚生年金保険記号番号と一致しているこ

とが確認できる。 

これらを総合的に判断すると、上記の未統合記録は申立人の厚生年金保

険被保険者記録であり、事業主は、申立人がＡ株式会社Ｂ事業所において、



                      

  

昭和 20 年９月 17 日に厚生年金保険被保険者資格を取得し、22 年５月 20

日に同資格を喪失した旨の届出を社会保険事務所に対し行ったことが認め

られる。 

なお、申立期間の標準報酬月額については、申立人の前述の被保険者名

簿の記録から、60 円とすることが妥当である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      

  

秋田厚生年金 事案 832 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間①のうち、平成８年４月から同年７月までの標準報酬

月額の記録については、34 万円に訂正することが必要である。 

   なお、事業主は、平成８年４月から同年７月までの上記訂正後の標準報

酬月額に基づく厚生年金保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金

保険料を除く。）を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 46 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ：  ① 平成８年４月１日から同年 10 月１日まで 

             ② 平成８年 12 月１日から９年８月 12 日まで 

    私は、平成７年３月８日から９年８月 12 日まで株式会社Ａに勤務し、

厚生年金保険に加入していたが、ねんきん定期便に記載されている申立

期間の標準報酬月額が、当時の給与金額に比べて低く記録されているの

で、訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間の標準報酬月額の相違について申し立てているが、

厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下

「特例法」という。）に基づき標準報酬月額を改定又は決定し、これに

基づき記録の訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除して

いたと認められる保険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれに見合う標

準報酬月額の範囲内であることから、これらの標準報酬月額のいずれか

低い方の額を認定することとなる。 

したがって、申立期間①のうち、平成８年４月から同年７月までの標

準報酬月額については、申立人が所持する平成８年分の給与所得の源泉

徴収票に記載された社会保険料控除額から推計できる厚生年金保険料の

控除額、及び同僚が所持する８年４月から同年７月までの給与明細書に

おける報酬月額、保険料控除額等から判断し、34 万円とすることが妥当

である。 



                      

  

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行に

ついては、事業主は、平成８年４月から同年７月までについて、申立て

どおりの届出及び保険料納付を行っていないと回答していることから、

事業主は、当該期間の厚生年金保険料控除額に見合う報酬月額を届け出

ておらず、その結果、社会保険事務所（当時）は、当該報酬月額に見合

う厚生年金保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、当該

保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

  一方、申立期間①のうち平成８年８月、同年９月及び申立期間②につ

いては、申立人が所持する平成８年分及び９年分の給与所得の源泉徴収

票に記載された、社会保険料控除額から推計できる厚生年金保険料の控

除額に見合う標準報酬月額は、オンライン記録における標準報酬月額と

おおむね一致することから、特例法による保険給付の対象に当たらない

ため、あっせんは行わない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      

  

秋田厚生年金 事案 833 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の株式会社Ａに係る厚生年金保険被保険者記録は、被保険者資格

取得日が平成 12 年３月 21 日、同資格喪失日が同年６月１日とされ、当該

期間のうち、12 年５月 31 日から同年６月１日までの期間は厚生年金保険

法第 75 条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる被保険者期間と

ならない期間と記録されているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたことが認められることから、

当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等

に関する法律に基づき、申立人の同社における被保険者資格喪失日を 12

年６月１日とし、申立期間の標準報酬月額を 14 万 2,000 円とすることが

必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

 氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

 生 年 月 日  ：  昭和 34 年生 

 住 所  ：   

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ：  平成 12 年５月 31 日から同年６月１日まで 

私は、平成 12 年３月 21 日から同年５月末まで株式会社Ａに勤務し

ていたが、申立期間に係る厚生年金保険の加入記録が無い。 

給与支給明細書から厚生年金保険料が控除されていることが確認で

きるので、申立期間についても厚生年金保険被保険者期間として認め

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の株式会社Ａに係る厚生年金保険被保険者記録は、資格取得日が

平成 12 年３月 21 日、資格喪失日が同年６月１日とされ、当該期間のうち、

12 年５月 31 日から同年６月１日までの期間は厚生年金保険法第 75 条本

文の規定により、年金額の計算の基礎となる被保険者期間とならない期間



                      

  

と記録されている。 

しかしながら、株式会社Ａが保管する給与支給明細書及び雇用保険の記

録から、申立人は、申立てに係る関連事業所に継続して勤務し（平成 12

年６月１日に株式会社ＡからＢ事業所へ異動）、申立期間に係る厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人の株式会社Ａにおけ

る上記の給与支給明細書の厚生年金保険料控除額及び平成 12 年４月のオ

ンライン記録から、14 万 2,000 円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につ

いては、事業主は、申立人の資格喪失に係る届出を社会保険事務所（当

時）に対し誤って提出したことを認めていることから、事業主が平成 12

年５月 31 日を資格喪失日として届け、その結果、社会保険事務所は、申

立人に係る 12 年５月の保険料について納入の告知を行っておらず（社会

保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料

に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立期

間に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      

  

秋田国民年金 事案 690 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 57 年６月から平成２年４月までの国民年金保険料につい

ては、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 36 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 57 年６月から平成２年４月まで 

私が株式会社Ａを退職した後の昭和 57 年６月から平成２年４月まで

の期間について、国民年金保険料が未納の記録となっている。しかし、

株式会社Ａを退職後に国民年金に加入し、金額は覚えていないが、当時、

自分で保険料を納めていたので納得できない。納付した場所は、Ｂ区役

所か金融機関の窓口だったと思う。また、私の名前は正しく読んでもら

えることがほとんどなく、違う名前で登録されているのではないかと思

うので、その点も調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、「株式会社Ａを退職後に国民年金に加入し、保険料を納付し

ていた。」と主張するところ、申立人の国民年金手帳記号番号が払い出さ

れたのは平成３年度であり、申立人が株式会社Ａで厚生年金保険の資格を

喪失した昭和 57 年６月４日に遡及
そきゅう

して資格取得していることが確認でき

る上、申立人は、平成２年７月９日から４年５月１日までの期間について、

Ｃ株式会社において厚生年金保険に加入していることが確認できることか

ら、申立人が実際に国民年金の加入手続を行った時期は、同社を退社した

４年５月以降であると推認される。 

上記のことから、申立人は、申立期間当時、国民年金に加入していない

ため国民年金保険料を納付することはできなかったものと推認される。 

また、申立期間の保険料を納付するためには、別の国民年金手帳記号番

号が払い出されていなければならないが、申立期間に住民登録をしていた

Ｂ区及びＤ区において、別の手帳記号番号が払い出された事実は確認でき

ないとともに、払い出されたことをうかがわせる事情も見当たらない。 



                      

  

さらに、オンライン記録によると、申立人は、申立期間直後の平成２年

５月の国民年金保険料を４年６月 22 日に、２年６月の国民年金保険料を

４年７月 20 日に過年度納付しているところ、これらの保険料を納付した

時点において、納付した期間よりも以前の期間の保険料は、時効により納

付することができなかったことが確認できる。 

加えて、申立人が間違われたことがあると主張する複数の読み方による

オンライン記録の確認を行ったが、申立人のものと認められる記録は見当

たらない。 

このほか、申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資

料（家計簿、確定申告書等）は無く、納付していたことをうかがわせる周

辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      

  

秋田国民年金 事案 691 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 49 年４月から 50 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号  ：  

生 年 月 日 ： 昭和 25 年生 

住     所 ：  

 
２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 49 年４月から 50 年３月まで 

大学を卒業後、Ａ都道府県のＢ事業所に一年ほど勤務し、昭和 49 年

４月にＣ市町村の実家に戻り、実家が経営していたＤ事業所の従業員と

して勤務し、すぐに国民年金及び国民健康保険の加入手続を行った。 

昭和 59 年２月に親世帯と別れて生活することになり、同年２月から

Ｄ事業所に係る厚生年金保険に加入しているが、それまで未納が無く

国民年金を納付していたので、調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、「昭和 49 年４月に、実家に戻り国民年金及び国民健康保険

の加入手続を行い、保険料を納付していた。」と主張するところ、申立

人の国民年金手帳記号番号が払い出されたのは昭和 50 年９月 29 日、資

格取得は 49 年４月６日に遡及
そきゅう

して行われていることが確認でき、申立人

の国民年金手帳記号番号が払い出された時点において、申立期間の国民

年金保険料は、時効に至らない納付可能な過年度保険料であったことが

確認できる。 

しかしながら、申立人自身は、これらの国民年金の加入状況及び保険

料の納付状況についての記憶が曖昧
あいまい

であり、「申立期間の国民年金保険

料をまとめて納付したか記憶は定かでない。」と述べている。 

また、Ｃ市町村が保管する申立人の国民年金被保険者名簿の記録から、

申立人の昭和 50 年４月から同年 12 月までの保険料は、51 年１月にまと

めて納付されていることが確認でき、その後の期間については、当時、

同居していた両親及び妹の国民年金被保険者名簿の記録から、申立人を

含む世帯員４人とも３か月分ずつ同月に保険料が納付されていることが



                      

  

確認でき、世帯員の保険料をまとめて納付していたことがうかがえる。 

さらに、申立人の妹は、「私は、昭和 50 年３月 31 日にＥ都道府県か

ら実家に戻ったが、自分で国民年金の加入手続や保険料納付を行った記

憶が無く、父親が行ってくれたと思う。」と述べているところ、申立人

の妹の国民年金手帳記号番号が払い出されたのは 50 年１月 22 日、資格

取得は 49 年 11 月 11 日に遡及して取得していることが確認でき、国民年

金被保険者名簿の記録から、50 年４月から同年６月までの保険料が同年

７月に納付されていることが確認できる。しかしながら、その時点で過

年度保険料として納付可能な 49 年 11 月から 50 年３月までの保険料につ

いては、申立人と同様に納付されていないことが確認できる。 

加えて、申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資

料（家計簿、確定申告書等）は無く、納付していたことをうかがわせる

周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に

判断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと

認めることはできない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      

  

秋田国民年金 事案 692 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 50 年５月から同年９月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 23 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 50 年５月から同年９月まで 

私は、昭和 50 年４月末にＡ都道府県の会社を退職した後、Ｂ市町村

に転居し、Ｂ市町村役場で住所変更届と国民年金の加入手続をした。

国民年金保険料は両親に納付してもらっていた。両親の保険料は納付

済みであるのに、私の分を納付していないのはおかしいので、調査し

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、「昭和 50 年４月末にＡ都道府県の会社を退職後、Ｂ市町村

に転居し、同市町村役場で住所変更手続と国民年金の加入手続をした。国

民年金保険料は両親が納付していた。」と主張するところ、オンライン記

録によると、申立人は、47 年 11 月１日に国民年金の被保険者資格を喪失

した後、国民年金に再加入した記録は無く、申立期間は国民年金に未加入

の期間となっていることから、制度上、申立期間の保険料を納付すること

ができない。 

また、申立期間の国民年金保険料を納付するためには、別の国民年金手

帳記号番号が払い出されていなければならないが、払い出された事実は確

認できないとともに、払い出されたことをうかがわせる事情も見当たらな

い。 

さらに、Ｂ市町村では、「申立人に係る国民年金被保険者名簿は無く、

申立期間に国民年金の加入手続をした記録は無い。」と回答している。 

加えて、申立人自身は保険料納付に関与しておらず、申立人の父親が申

立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関連資料（家計簿、確定申



                      

  

告書等）は無く、納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらな

い。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



                      

  

秋田国民年金 事案 693 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 60 年４月から 61 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 29 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 60 年４月から 61 年３月まで 

 結婚を契機に、昭和 53 年３月 31 日付けで会社を退職し、夫に国民

年金の任意加入の手続を行ってもらい、61 年４月に国民年金の第３号

被保険者資格を取得するまで、国民年金保険料を納付してもらってい

た。 

申立期間は、自宅を新築し、昭和 59 年 12 月にＡ市町村からＢ市町

村へ転居した後の期間であるが、家計をやりくりしながら、国民年金

保険料を納付していたので、調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｂ市町村が保管する申立人に係る国民年金被保険者カードには、備考欄

に「昭和 60 年４月１日任意喪失、５月 15 日受付（電話）」のメモ書きが

記載されていることが確認できる。 

また、上記のメモ書きに記載された電話連絡について、申立人及びその

夫は、「電話連絡を絶対に行っていないとまでは言い切れない。」と述べ

ている。 

さらに、申立人の国民年金保険料を納付していたとされるその夫は、保

険料の納付状況に関する記憶が曖昧
あいまい

である上、保険料を納付していたこと

を示す関連資料(家計簿、確定申告書等)は無く、納付していたことをうか

がわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 

 



                      

  

秋田厚生年金 事案 826 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

    

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等  

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和７年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ○1  昭和 32 年１月から同年４月まで 

             ○2  昭和 33 年１月から同年４月まで 

             ○3  昭和 33 年 10 月から 34 年４月まで 

             ○4  昭和 34 年 10 月から 35 年４月まで 

             ○5  昭和 35 年 10 月から 36 年４月まで 

             ○6  昭和 36 年 10 月から 37 年４月まで 

             ○7  昭和 37 年 10 月から 38 年４月まで 

             ○8  昭和 38 年 12 月から 39 年４月まで 

             ○9  昭和 39 年 10 月から 40 年４月まで 

             ○10  昭和 40 年 10 月から 41 年３月まで 

             ○11  昭和 41 年 10 月から 42 年３月まで 

             ○12  昭和 42 年 10 月から 43 年３月まで 

             ○13  昭和 43 年 10 月から 44 年３月まで 

             ○14  昭和 44 年 10 月から 45 年３月まで 

             ○15  昭和 45 年５月から同年９月まで 

             ○16  昭和 45 年 10 月から 46 年３月まで 

             ○17  昭和 46 年５月から同年９月まで 

             ○18  昭和 46 年 10 月から 47 年３月まで 

             ○19  昭和 47 年５月から同年９月まで 

             ○20  昭和 47 年 10 月から 48 年３月まで 

             ○21  昭和 48 年５月から同年９月まで 

             ○22  昭和 48 年 10 月から 49 年３月まで 

             ○23  昭和 49 年５月から同年 10 月まで 

             ○24  昭和 50 年１月から同年３月まで 



                      

  

             ○25  昭和 50 年５月から同年９月まで 

             ○26  昭和 51 年１月から同年３月まで 

             ○27  昭和 51 年５月から同年９月まで 

             ○28  昭和 51 年 12 月 

             ○29  昭和 52 年５月から同年 12 月まで 

             ○30  昭和 53 年５月から同年 12 月まで 

             ○31  昭和 54 年５月から同年 12 月まで 

             ○32  昭和 55 年５月から同年 12 月まで 

             ○33  昭和 56 年５月から同年 12 月まで 

             ○34  昭和 57 年５月から同年 12 月まで 

             ○35  昭和 58 年５月から同年 12 月まで 

             ○36  昭和 59 年５月から同年 12 月まで 

             ○37  昭和 60 年５月から同年 12 月まで 

             ○38  昭和 61 年５月から同年 12 月まで 

             ○39  昭和 62 年５月から同年 12 月まで 

             ○40  昭和 63 年５月から同年 12 月まで 

             ○41  平成元年５月から同年 12 月まで  

             ○42  平成２年５月から同年 12 月まで 

             ○43  平成３年５月から同年 12 月まで 

             ○44  平成４年５月から同年 12 月まで 

申立期間○1 から○14 までの期間、○16 、○18 、○20 、○22 、○24 、○26 及び○28 につ

いて、私は、Ａ区のＢ株式会社で季節労働者として働いた。 

私が所持している就労手帳には、そのうちの一部期間に係る雇用契

約書と、すべての期間についての各月の賃金及び社会保険料控除に係

る記載が確認できる。 

また、申立期間○15 、○17 、○19 、○21 、○23 、○25 及び○27 について、私は、株

式会社Ｃで季節労働者として働いた。働いた各年の７月分の給与支給

明細書を保管しており、厚生年金保険料が控除されていることが確認

できる。 

申立期間○29 から○44 までについて、私は、有限会社Ｄで季節労働者と

して働いた。働いた各年の７月分の給与支払明細書を保管しており、

厚生年金保険料の控除を受けていたことが確認できる。 

これらの期間について、厚生年金保険に加入していたことを認めて

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間○1 から○14 までの期間、○16 、○18 、○20 、○22 、○24 、○26 及び○28 につい

て、申立人は、「Ｂ株式会社で季節労働者として働いた。私の就労手帳



                      

  

には、一部期間に係る雇用契約書とすべての期間について各月の賃金及

び社会保険料控除の金額が覚書として記入されている。また、覚書につ

いては、同社の社員が賃金等について相違ないことを確認した記載があ

る。」としている。 

しかしながら、Ｂ株式会社の当時の専務及び社員は、「季節労働者

は、正社員ではなかった。正社員以外の工事現場の親方及び作業員と

は、ごく少数を除き、会社では直接、雇用契約は結んでいなかった。

雇用契約を締結していた親方及び作業員については記憶しているが、

申立人については記憶が無い。」と証言している。 

また、Ｂ株式会社の社員は、「当時、健康保険及び厚生年金保険に

加入していたのは、正社員だけである。また、正社員となるのは、常

用雇用者が３、４年継続して勤務した後であった。」と証言している

ところ、同社の厚生年金保険被保険者名簿において、加入期間から季

節労働者であることをうかがわせる者の記録は見当たらない。 

さらに、申立人が所持する就労手帳に記入された申立期間○1 から○14

までの期間、○16 、○18 、○20 、○22 、○24 、○26 及び○28 に係る賃金額は、いずれ

も当時の厚生年金保険の標準報酬月額等級において最高等級に該当し、

当時の賃金額として不自然さがうかがえる上、社会保険欄に記載され

た控除額は、当時の被保険者負担分の厚生年金保険料額又は当該保険

料額と健康保険料額との合算額とは一致しておらず、上記の専務及び

社員の証言を踏まえると、申立人が所持する就労手帳に記入された内

容が、当時の事実に即したものであるとは認め難い。 

２ 申立期間○15 、○17 、○19 、○21 、○23 、○25 及び○27 について、申立人は、「株

式会社Ｃで季節労働者として働いた。私が所持する各年の７月分の給

与支給明細書から、給与から厚生年金保険料が控除されていたことが

確認できる。」としている。 

しかしながら、雇用保険の記録では、申立人は、申立期間○15 、○17 、

○19 、○21 、○23 、○25 及び○27 のうち、申立期間○21 を含む昭和 48 年６月 12 日

から同年 12 月 12 日までの期間については有限会社Ｅ、申立期間○23 を

含む 49 年７月４日から同年 12 月 27 日までの期間については株式会社

Ｆ、申立期間○25 を含む 50 年５月１日から同年 12 月 10 日までの期間及

び申立期間○27 のうちの 51 年６月１日から同年 12 月 20 日までの期間に

ついては、有限会社Ｄにおける記録が確認でき、株式会社Ｃにおける

記録は確認できない。 

また、株式会社Ｃの複数の社員は、「当時、会社の健康保険及び厚

生年金保険には、正社員の中でも限られた者しか加入していなかった

ので、季節労働者は、加入対象ではなかった。」と証言しているとこ

ろ、同社の健康保険厚生年金保険被保険者原票において、加入期間か



                      

  

ら季節労働者であることをうかがわせる者の記録は見当たらない。 

さらに、申立人が所持する各申立期間の７月分の給与支給明細書に

記載された健康保険料及び厚生年金保険料の控除額は、当時の被保険

者負担分の保険料額とは一致しておらず、申立期間○15 、○17 、○19 、○21 、

○23 については、昭和 49 年 12 月の雇用保険法が施行される前であるた

め、当時の名称は失業保険料であったが雇用保険料と記載されている

上、給与明細書に押された社印について、株式会社Ｃでは、「押印さ

れた会社名の漢字表記は当社が使用していたものとは相違してい

る。」と回答していることを踏まえると、申立人が所持する給与支給

明細書が、申立期間○15 、○17 、○19 、○21 、○23 、○25 及び○27 当時、同社から申

立人に対して発行されたものであるとは認め難い。 

 ３ 申立期間○29 から○44 までについて、申立人は、「有限会社Ｄで季節労

働者として働いていた。私が所持する各年の７月分の給与支払明細書

から、厚生年金保険料が控除されていたことが確認できる。」として

いるところ、雇用保険の記録から、申立期間○29 を含む昭和 52 年６月１

日から 53 年１月 20 日までの期間に、同社において勤務していたこと

が確認できる。 

しかしながら、雇用保険の記録では、申立人は、申立期間○30 を含む

昭和 53 年４月１日から同年 12 月 28 日までの期間及び申立期間○31 のう

ち 54 年６月１日から同年 12 月 29 日までの期間についてはＧ事業所、

申立期間○32 を含む 55 年２月 14 日から同年 12 月 27 日までの期間につ

いてはＨ事業所、申立期間○33 のうち 56 年５月２日から同年 12 月 10 日

までの期間、申立期間○34 のうち 57 年６月 23 日から同年 12 月 15 日ま

での期間、申立期間○35 のうち 58 年６月 10 日から同年 12 月 10 日まで

の期間及び申立期間○36 のうち 59 年５月４日から同年 12 月 27 日までの

期間についてはＩ事業所、申立期間○37 のうち 60 年７月 14 日から同年

12 月 20 日までの期間及び申立期間○38 のうち 61 年６月９日から同年 12

月 10 日までの期間については有限会社Ｊにおける記録が確認できる。 

また、オンライン記録によると、有限会社Ｄが厚生年金保険の適用

事業所となったのは昭和 62 年 10 月１日であり、申立期間○29 から○39 ま

でのうち、同日よりも前の期間については適用事業所とはなっていな

いことが確認できる上、申立期間○29 にあたる 52 年ごろから有限会社Ｄ

で働いていた社員は、入社してから同社が厚生年金保険の適用事業所

となる 62 年 10 月１日までの期間について、国民年金に加入し保険料

をすべて納付していることが確認できる。 

さらに、有限会社Ｄが昭和 62 年 10 月１日に厚生年金保険の適用事

業所となった以降の加入の取扱いについて、同社の複数の社員は、

「通年雇用でない者については、厚生年金保険の加入は無く、雇用保



                      

  

険のみの加入としていた。」と証言しているところ、オンライン記録

から、同社に係る被保険者の加入記録を確認したが、加入期間から季

節労働者であることをうかがわせる者の記録は見当たらない。 

加えて、申立人が所持する各申立期間の７月分の給与支払明細書に

記載された厚生年金保険料の控除額は、いずれも当時の被保険者負担

分の保険料額と一致しない上、健康保険料及び雇用保険料が控除され

ていないなど不自然さがうかがえるところ、前述の雇用保険の記録、

元社員の証言及び有限会社Ｄの回答を踏まえると、申立人が所持する

給与支払明細書が、申立期間○29 から○44 までの期間に、有限会社Ｄから

申立人に対して発行されたものであるとは認め難い。 

 ４ これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断する

と、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできな

い。 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      

  

秋田厚生年金 事案 827 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

    

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等  

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 11 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ○1  昭和 36 年 12 月及び 37 年１月 

             ○2  昭和 38 年 12 月及び 39 年１月 

             ○3  昭和 40 年１月 

             ○4  昭和 41 年 12 月及び 42 年１月 

             ○5  昭和 43 年１月 

             ○6  昭和 44 年 12 月及び 45 年１月 

             ○7  昭和 45 年５月から同年９月まで 

             ○8  昭和 46 年５月から同年９月まで 

             ○9  昭和 46 年 12 月及び 47 年１月 

             ○10  昭和 47 年５月から同年９月まで 

             ○11  昭和 48 年５月から同年９月まで 

             ○12  昭和 48 年 12 月及び 49 年１月 

             ○13  昭和 49 年５月から同年９月まで 

             ○14  昭和 50 年１月 

             ○15  昭和 50 年５月から同年９月まで 

             ○16  昭和 51 年１月 

             ○17  昭和 51 年５月から同年９月まで 

             ○18  昭和 51 年 12 月及び 52 年１月 

             ○19  昭和 52 年５月から同年９月まで 

             ○20  昭和 53 年５月から同年９月まで 

             ○21  昭和 54 年５月から同年９月まで 

             ○22  昭和 55 年５月から同年 12 月まで 

             ○23  昭和 56 年５月から同年 12 月まで 

             ○24  昭和 57 年５月から同年 12 月まで 



                      

  

             ○25  昭和 58 年５月から同年 12 月まで 

             ○26  昭和 59 年５月から同年 12 月まで 

             ○27  昭和 60 年５月から同年 12 月まで 

             ○28  昭和 61 年５月から同年 12 月まで 

             ○29  昭和 62 年５月から同年 12 月まで 

             ○30  昭和 63 年５月から同年 12 月まで 

             ○31  平成元年５月から同年 12 月まで 

             ○32  平成２年５月から同年 12 月まで 

             ○33  平成３年５月から同年 12 月まで 

申立期間○1 から○6 までの期間、○9 、○12 、○14 、○16 及び○18 について、私

は、Ａ区のＢ株式会社で季節労働者として働いた。 

一緒に働きに行った夫が所持している就労手帳には、夫の分ととも

に私が同社で働いたすべての期間についての各月の賃金及び社会保険

料控除に係る記載が確認できる。 

また、申立期間○7 、○8 、○10 、○11 、○13 、○15 、○17 、○19 、○20 及び○21 につい

て、私は、株式会社Ｃで季節労働者として働いた。働いた各年の７月

分の給与支給明細書を保管しており、厚生年金保険料が控除されてい

ることが確認できる。 

申立期間○22 から○33 までについて、私は、有限会社Ｄで季節労働者とし

て働いた。 

働いた各年の７月分の給与支払明細書を保管しており、厚生年金保

険料が控除されていることが確認できる。 

これらの申立期間について、厚生年金保険に加入していたことを認

めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間○1 から○6 までの期間、○9 、○12 、○14 、○16 及び○18 について、申立

人は、「Ｂ株式会社で季節労働者として働いた。一緒に働きに行った夫

の就労手帳には、夫の分とともに私が同社で働いたすべての期間につい

て各月の賃金及び社会保険料控除の金額が覚書として記入されている。

また、覚書については、同社の社員が賃金等について相違ないことを確

認した記載がある。」としている。 

しかしながら、Ｂ株式会社の当時の専務及び社員は、「季節労働者

は、正社員ではなかった。正社員以外の工事現場の親方及び作業員と

は、ごく少数を除き、会社では直接、雇用契約は結んでいなかった。

雇用契約を締結していた親方及び作業員については記憶しているが、

申立人については記憶が無い。」と証言している。 

また、Ｂ株式会社の社員は、「当時、健康保険及び厚生年金保険に



                      

  

加入していたのは、正社員だけである。また、正社員となるのは、常

用雇用者が３、４年継続して勤務した後であった。」と証言している

ところ、同社の厚生年金保険被保険者名簿において、加入期間から季

節労働者であることをうかがわせる者の記録は見当たらない。 

さらに、申立人の夫が所持する就労手帳に記入された申立人の申立

期間○1 から○6 までの期間、○9 、○12 、○14 、○16 及び○18 に係る社会保険欄に

記載された控除額は、当時の被保険者負担分の厚生年金保険料額又は

当該保険料額と健康保険料額との合算額とは一致しておらず、前述の

Ｂ株式会社の専務及び社員の証言を踏まえると、申立人の夫が所持す

る就労手帳に記入された内容が、当時の事実に即したものであるとは

認め難い。 

２ 申立期間○7 、○8 、○10 、○11 、○13 、○15 、○17 、○19 、○20 及び○21 について、申

立人は、「株式会社Ｃで季節労働者として働いた。私が所持する各年

の７月分の給与支給明細書から、厚生年金保険料が控除されているこ

とが確認できる。」としているところ、雇用保険の記録から、申立期

間○20 を含む昭和 53 年４月 26 日から同年 12 月 31 日までの期間及び申

立期間○21 を含む 54 年４月２日から同年 12 月 23 日までの期間について

同社において勤務していたことが確認できる。 

しかしながら、雇用保険の記録では、申立人は、申立期間○15 を含む

昭和 50 年５月１日から同年 12 月 10 日までの期間については、有限会

社Ｄにおける記録が確認できる。 

また、株式会社Ｃの複数の社員は、「当時、会社の健康保険及び厚

生年金保険には、正社員の中でも限られた者しか加入していなかった

ので、季節労働者は、加入対象ではなかった。」と証言しているとこ

ろ、同社の健康保険厚生年金保険被保険者原票において、加入期間か

ら季節労働者であることをうかがわせる者の記録は見当たらない。 

さらに、申立人が所持する各申立期間の７月分の給与支給明細書に

記載された健康保険料及び厚生年金保険料の控除額は、当時の被保険

者負担分の保険料額とは一致しておらず、申立期間○7 、○8 、○10 、○11 及

び○13 については、昭和 49 年 12 月の雇用保険法が施行される前である

ため、当時の名称は失業保険料であったが雇用保険料と記載されてい

る上、給与明細書に押された社印について、株式会社Ｃでは、「押印

された会社名の漢字表記は当社が使用していたものとは相違してい

る。」と回答していることを踏まえると、申立人が所持する給与支給

明細書が、申立期間○7 、○8 、○10 、○11 、○13 、○15 、○17 、○19 、○20 及び○21 当時、

同社から申立人に対して発行されたものであるとは認め難い。 

 ３ 申立期間○22 から○33 までについて、申立人は、「有限会社Ｄで働いて

いた。私が所持する各年の７月分の給与支払明細書から、厚生年金保



                      

  

険料が控除されていたことが確認できる。」としている。 

しかしながら、雇用保険の記録では、申立人は、申立期間○22 のうち

昭和 55 年６月３日から同年 10 月 25 日までの期間については株式会社

Ｃにおける記録が確認でき、有限会社Ｄにおける記録は確認できない。 

また、オンライン記録によると、有限会社Ｄが厚生年金保険の適用

事業所となったのは昭和 62 年 10 月１日であり、申立期間○22 から○29 ま

でのうち、同日よりも前の期間については適用事業所とはなっていな

いことが確認できる上、申立期間○22 から○33 までの期間に有限会社Ｄで

働いていた社員は、入社してから同社が厚生年金保険の適用事業所と

なる 62 年 10 月１日までの期間について、国民年金に加入し保険料を

すべて納付していることが確認できる。 

さらに、有限会社Ｄが昭和 62 年 10 月１日に厚生年金保険の適用事

業所となった以降の加入の取扱いについて、同社の複数の社員は、

「通年雇用でない者については、厚生年金保険の加入は無く、雇用保

険のみの加入としていた。」と証言しているところ、オンライン記録

から、同社に係る被保険者の加入記録を確認したが、加入期間から季

節労働者であることをうかがわせる者の記録は見当たらない。 

加えて、申立人が所持する各申立期間の７月分の給与支払明細書に

記載された厚生年金保険料の控除額は、いずれも当時の被保険者負担

分の保険料額と一致しない上、健康保険料及び雇用保険料が控除され

ていないなど不自然さがうかがえるところ、上記の雇用保険の記録、

元社員の証言及び有限会社Ｄの回答を踏まえると、申立人が所持する

給与支払明細書が、申立期間○22 から○33 までの期間に、有限会社Ｄから

申立人に対して発行されたものであるとは認め難い。 

 ４ これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断する

と、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできな

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      

  

秋田厚生年金 事案 828                     

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和５年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 29 年８月１日から 30 年 10 月１日まで 

私は、前職を退職してから結婚するまでの申立期間において、Ａ事業

所にＢ職として勤務していたので、当該期間について厚生年金保険の被

保険者であったことを認めてほしい。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ事業所が保管する退職者名簿から、申立人は、申立期間において同事

業所にＢ職として勤務していたことが確認できる。 

   しかしながら、申立人が一緒に勤務していたとする同僚は、「私がＡ事

業所に勤務していた期間は、共済組合加入期間となっている。」と証言し

ている。 

また、Ｃ共済組合Ｄ支部の担当者は、「当支部に現存する書類では、

申立人に係る共済加入及び退職一時金の支給についての記録は確認でき

なかったが、当時、Ａ事業所においてＢ職としての身分を有する者は、

制度上、厚生年金保険ではなく共済組合に加入することになる。」とし

ており、申立人は、申立期間当時、共済組合に加入していたものと推認

できる。 

さらに、Ａ事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿を確認し

たが、申立期間において申立人の氏名は無く、健康保険番号に欠番も無

い。 

このほか、申立期間について、厚生年金保険料が給与から控除されて

いたことを確認できる給与明細書等の資料は無く、控除されていたこと

をうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



                      

  

秋田厚生年金 事案 829 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和７年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 40 年８月１日から 41 年８月１日まで 

私は、昭和 40 年８月から株式会社Ａに勤務していたが、途中から所

属が株式会社Ｂとなった。41 年８月１日から株式会社Ｂでの厚生年金

保険の加入記録があるが、株式会社Ａでの厚生年金保険の加入記録が無

い。同僚は厚生年金保険に加入しているのに私だけ加入していないのは

おかしいので、調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   複数の同僚の証言から、期間は特定できないが、申立人は、株式会社Ａ

において勤務していたことが推認できる。 

しかしながら、上記の複数の同僚は、「申立人は、株式会社Ａでは請

負で仕事をしていたと思う。」と証言しており、申立人も、自身の賃金

は出来高払であったと記憶していることから、申立人は、同事業所にお

いて請負制による勤務であったことがうかがえる。 

また、請負制については、制度上、厚生年金保険の被保険者とはなら

ないところ、当時の工場長が、申立人とは別人で、請負によりＣ業務を

していた者の氏名を記憶しており、株式会社Ａに係る厚生年金保険被保

険者原票によると、この者について厚生年金保険の加入記録は無いこと

が確認できる。 

さらに、上記被保険者原票を確認したが、申立期間において申立人の

氏名は無く、健康保険番号に欠番も無い。 

 このほか、申立期間について、厚生年金保険料が給与から控除されて

いたことを確認できる給与明細書等の資料は無く、控除されていたこと



                      

  

をうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      

  

秋田厚生年金 事案 830                     

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 39 年６月ごろから 42 年６月 15 日まで 

私は、Ａ株式会社に昭和 39 年６月ごろから勤務していたと記憶して

いる。同社における厚生年金保険の被保険者期間が 42 年６月 15 日から

となっていることに納得がいかないので、調査してほしい。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人がＡ株式会社Ｂ支店に入社した当時の支店長として記憶している

者は、申立人の氏名を記憶しておらず、申立人が自身の入社時にはすでに

勤務していたと記憶している事務担当者及びＣ業務担当者は、同社におけ

る厚生年金保険の記録が無く、連絡先も不明であることから、これらの者

から申立人の申立期間における同社での勤務実態等について確認すること

ができない。 

また、Ａ株式会社の元社員３人は、「Ａ株式会社は、社員間で競わせ

て売上を伸ばしているような会社だったので、支店長クラスの社員は別

として、ほとんどの社員は、入社してすぐに厚生年金保険に加入するこ

とはなかった。」、「入社してすぐに厚生年金保険に加入するという状

況ではなかった。仕事の具合を見て、それから加入させるという感じだ

った。」、「３年ぐらいは見習期間のような感じで、社員になることが

できなかった。会社は長く勤めるような人にしか、社会保険に加入させ

ていなかったと思う。」と証言している。 

さらに、Ａ株式会社が保管する申立人に係る健康保険厚生年金保険被

保険者資格取得確認及び標準報酬決定通知書の写しによると、厚生年金

保険の被保険者資格取得日は、昭和 42 年６月 15 日と記載されており、

厚生年金保険被保険者手帳記号番号払出簿及びオンライン記録における



                      

  

申立人の資格取得日と一致していることが確認できる上、前述の記号番

号払出簿によると、申立人と同日に 31 人が資格取得しており、このうち

連絡先が判明し、自身の入社時期を記憶している５人は、それぞれ 40 年

３月中旬、40 年４月、41 年４月、41 年ごろ及び 42 年４月に入社したと

述べている。このことについてＡ株式会社では、「当社の事業が確立し、

安定したため、さらなる基盤固めの一環として臨時社員をまとめて正社

員採用したものと考えられる。」と回答していることから、申立期間当

時、同社では、すべての社員について、入社してすぐに厚生年金保険に

加入させる取扱いにはしていなかったことがうかがえる。 

加えて、上記５人のうちの一人は、「厚生年金保険の資格取得日より

前の期間については、厚生年金保険料は控除されていなかったと思

う。」と証言している。 

このほか、申立期間について、厚生年金保険料が給与から控除されて

いたことを確認できる給与明細書等の資料は無く、控除されていたこと

をうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      

  

秋田厚生年金 事案 834 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 46 年 10 月５日から 53 年４月 20 日まで 

私は、申立期間についてＡ有限会社にＢ職として勤務しており、私

が所持する年金手帳の厚生年金記録欄には、同社の名称が記載されて

いる。 

また、昭和 45 年９月から 46 年９月までの国民年金保険料を 55 年６

月に特例納付しているが、申立期間については国民年金保険料を納付

していないことから、申立期間は厚生年金保険に加入していたはずで

ある。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ有限会社の代表取締役及び申立人が記憶する二人の同僚の証言から、

申立人は、申立期間当時、同社に勤務していたことが推認できる。 

しかしながら、事業所記号番号払出簿及びオンライン記録によると、Ａ

有限会社は、厚生年金保険の適用事業所とはなっていないことが確認でき

る上、同社の代表取締役は、「申立期間を含め、開業当初から現在まで、

厚生年金保険に加入しておらず、従業員の給与から厚生年金保険料を控除

したこともない。」と証言しており、当該代表取締役は、申立期間につい

て国民年金に加入し保険料を納付していることが確認できる。 

また、上記の同僚二人は、「厚生年金保険に加入していたかどうかはっ

きり記憶していない。」と述べているが、このうち一人は、申立期間につ

いて国民年金に加入し保険料を納付していることが確認できる。 

このほか、申立期間について、厚生年金保険料が給与から控除されてい

たことを確認できる給与明細書等の資料は無く、控除されていたことをう



                      

  

かがわせる周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      

  

秋田厚生年金 事案 835                  

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 33 年生 

住 所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 57 年９月から 61 年 12 月まで 

私は、申立期間について株式会社Ａに勤務していた。 

会社から健康保険証をもらい、給与から厚生年金保険料が控除されて

いたと思うので、申立期間を厚生年金保険被保険者期間として認めてほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の記録及び株式会社Ａの代表取締役の証言から、申立人は、昭

和 57 年９月 25 日から 61 年 12 月 24 日までの期間において、同社に勤務

していたことが確認できる。 

しかしながら、事業所記号番号払出簿及びオンライン記録によると、株

式会社Ａは、平成２年５月１日に厚生年金保険の適用事業所となっており、

申立期間については適用事業所とはなっていないことが確認できる。 

また、申立期間当時の代表取締役は、「社会保険の事務は私が担当して

いたが、自分を含め、従業員全員が厚生年金保険に加入しておらず、給与

から厚生年金保険料を控除していなかった。」と証言している。 

さらに、申立人が記憶する同僚は、「私は、昭和 59 年に入社した際、

会社から社会保険には加入していない旨の説明を受け、国民年金の加入手

続を行った。また、平成元年に退職するまで、給与から厚生年金保険料は

控除されていなかった。」と証言している。 

このほか、申立期間について、厚生年金保険料が給与から控除されてい

たことを確認できる給与明細書等の資料は無く、控除されていたことをう

かがわせる周辺事情も見当たらない。 



                      

  

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      

  

秋田厚生年金 事案 836 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として、その主張

する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除さ

れていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 26 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 50 年４月から 53 年 11 月まで 

 ねんきん定期便に記載された私の有限会社Ａに係る厚生年金保険の

標準報酬月額が、妻が保管する当時の金銭出納帳に記載されている給

与額より低いので、申立期間における標準報酬月額を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の妻が所持する金銭出納帳によると、申立期間（昭和 51 年 10

月から 52 年１月まで、52 年 11 月、同年 12 月、53 年８月及び同年 11 月

を除く。）に係る給与受取額が記載されているが、当該受取額の内訳、

給与支給総額及び保険料控除額等は記載されていないため、上記の金銭

出納帳の記載内容から、申立人が主張する標準報酬月額に基づく保険料

が控除されていたことを確認することができない。 

また、有限会社Ａにおいて、申立人と同様にＢ業務に従事していた複

数の同僚は、「金額は覚えていないが、Ｂ業務に従事した際は、給与に

含めて、Ｃ手当が支給されていた。Ｂ業務の回数は、月ごとに区々であ

ったため、毎月の給与には変動があった。」と証言しているところ、上

記の金銭出納帳から、申立人の給与についても毎月変動していることが

確認でき、申立期間当時、同社では、標準報酬月額変更の対象となる固

定的賃金のほかに、標準報酬月額変更の対象とならない非固定的賃金と

しての手当（Ｃ手当）も支給されていたことがうかがえる。 

さらに、有限会社Ａは、既に廃業しており、当時の申立人に係る厚生

年金保険料控除額を確認できる資料は無いが、申立人の同社に係る健康

保険厚生年金保険被保険者原票によると、申立期間当時の標準報酬月額



                      

  

は、前述の複数の同僚と比較して著しく低額とは認められず、標準報酬

月額が遡及
そきゅう

して引き下げられているなどの不自然な記録訂正の形跡も見

当たらない。 

このほか、申立期間の保険料控除額を確認できる給与明細書等の資料

は無く、周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立期間について、申立人が主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


